
　
「
大
竹
市
公
立
保
育
所
等
の
再

編
に
お
け
る
大
竹
地
区
施
設
整
備

計
画
」
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
度

か
ら
令
和
７
年
度
に
か
け
て
大
竹

保
育
所
を
改
修
し
ま
し
た
。

　
内
装
・
外
装
、
照
明
、
給
排
水
、

空
調
設
備
な
ど
の
全
面
的
な
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
を
含
め
た
大
規
模
な

改
修
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
大

竹
中
学
校
側
に
事
務
所
棟
を
増
築

す
る
と
と
も
に
、
大
竹
中
学
校
駐

車
場
ス
ペ
ー
ス
の
一
部
を
保
護
者

送
迎
用
な
ど
と
し
て
活
用
す
る
整

備
工
事
も
行
い
ま
し
た
。

　
な
お
、
２
月
９
日
㈪
か
ら
改
修

後
の
保
育
所
で
保
育
を
行
い
ま
す
。

改
修
の
ポ
イ
ン
ト

○

事
務
室
か
ら
園
庭
・
保
育
室
を

見
渡
せ
る
事
務
所
棟
を
増
築

○

大
竹
中
学
校
側
に
８
ｍ
×
８
ｍ

の
ト
ラ
ッ
ク
を
整
備

○

元
の
事
務
所
を
多
目
的
室
と
し

て
新
設

○

園
庭
の
遊
具
も
全
て
更
新

○

メ
イ
ン
の
出
入
り
口
は
大
竹
中

学
校
側
に
な
り
ま
す
。
出
入
り

口
に
は
電
子
錠
を
設
け
て
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保

保
護
者
送
迎
用
な
ど
の

駐
車
場
を
整
備

○

駐
車
場
台
数
を
64
台
（
バ
ス
専

用
１
台
含
む
）
確
保

○

区
画
ラ
イ
ン
を
引
い
た
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
駐
車
場

○

保
育
所
側
に
歩
行
者
専
用
出
入

り
口
を
新
設
し
、
大
竹
保
育
所

出
入
口
ま
で
の
ル
ー
ト
を
確
保

　
１
８
５
５
年
２
月
７
日
に
締
結

さ
れ
た
「
日
露
通
好
条
約
」
で
、

日
本
と
ロ
シ
ア
の
国
境
線
が
決
ま

り
、歯は

ぼ
舞ま

い
群
島
、国く

な
後し

り
島
、色し

こ
丹た

ん
島
、

択え
と

捉ろ
ふ

島
の
北
方
領
土
は
、
国
際
的

に
も
日
本
の
領
土
と
な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
１
９
４
５
年
に
北
方

領
土
が
旧
ソ
連
に
占
領
さ
れ
て
以

降
、
現
在
に
至
る
ま
で
不
法
占
拠

が
続
い
て
い
ま
す
。

　

２
月
７
日
は
「
北
方
領
土
の

日
」、
毎
年
２
月
と
８
月
は
「
北

方
領
土
返
還
運
動
全
国
強
調
月

間
」
で
あ
り
、
全
国
各
地
で
講
演

会
や
返
還
実
現
の
た
め
の
署
名
活

動
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
合
わ
せ

て
、
市
で
も
次
の
よ
う
な
活
動
を

行
い
ま
す
。

街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
自
治
会
連
合
会
女
性
部
会
、
大

竹
青
年
会
議
所
、
県
隊
友
会
西
部

支
部
、
連
合
広
島
西
部
地
域
協
議

会
大
竹
・
廿
日
市
地
区
連
絡
会
の

協
力
で
街
頭
啓
発
活
動
を
行
い
ま

す
。

と　

き

　
２
月
６
日
㈮
11
時
〜

と
こ
ろ

　
ゆ
め
タ
ウ
ン
大
竹
周
辺

住所 白石1-14-15

敷地面積 2,560.96㎡

構造・階数 （改修棟）
　鉄筋コンクリート造２階建て

（新築棟）
　木造平屋建て

延床面積 1,201.48㎡

北方領土問題を知り広める
　昨年７月19日から22日に北方領土につい
て学ぶため、玖波中学校の生徒５人が、根
室市に派遣されました。これは北方領土問
題を身近にとらえ理解を深める目的で、『北
方領土返還要求運動広島県民会議』が募
集し、玖波中を含め４校17人で訪れたもの
です。現地では納

の

沙
さっ

布
ぷ

岬から国後島や歯
舞群島を展望したり、歯舞群島生まれの方
の生 し々い体験談に耳を傾けたりしました。
　12月11日、小西啓二教育長らを前に報告
会が開かれ４人が発表。生徒の１人は体験
談を聞き「奪い合うことは誰の幸せにもなら
ない。議論をすることが重要」。そう感じた
といいます。生徒らは事実を知りそれを広め
ていくことの大切さを学んだようです。

右
か
ら

森
岡
優
星
さ
ん（
３
年
）

星
野
和
幸
さ
ん（
２
年
）

大
知
祥
太
さ
ん（
２
年
）

浜
本
歩
実
さ
ん（
３
年
）

２
月
９
日
㊊㊊
装
い
も
新
た
に

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
59
２
１
４
８

大リオ
ニー
ュプ
ーン
ア
ル

竹
保
育
所

今
も
昔
も
こ
れ
か
ら
も
北
方
領
土
は
日
本
の
領
土

２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日

―
ゆ
め
タ
ウ
ン
で
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
―

　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

☎
59
２
１
４
２

発
表
の
部

【
１
部
】　
11
時
〜
14
時

生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
発
表

○

大
正
琴
、
詩
吟
Ａ
・
Ｂ
、
詩
舞
、

謡
曲
、
民
謡
、
県
民
踊
Ａ
・
Ｂ
、

日
本
舞
踊
（
藤
美
会
）、フ
ォ
ー

ク
ダ
ン
ス
、
Ｋ
Ｕ
Ｂ
Ａ
ソ
シ
ア

ル
、
玖
波
カ
ラ
オ
ケ
教
室
、
き

も
の
元
気
隊

○
知
恩
保
育
園
の
お
遊
戯

○

地
元
出
身
ク
ラ
ウ
ン
プ
ロ
歌
手　

中
村
ひ
ろ
子
さ
ん

○

ソ
ー
ラ
ン
８（
松
ケ
原
こ
ど
も
）

【
２
部
】

○

ゲ
ス
ト
出
演　
14
時
30
分
〜

　
谷
和
神
楽
団
の
舞

展
示
の
部

10
時
〜
15
時

○

木
彫
、
手
描
友
禅
、
書
道
、
玖

波
中
学
生
作
品
、
知
恩
保
育
園

児
の
作
品
ほ
か

同
日
開
催

○

地
元
の
写
真
家
５
人
展
、ロ
ビ
ー

de
ピ
ア
ノ
、断
捨
離
マ
ル
シ
ェ
、

く
ば
マ
ル
シ
ェ
10
店
舗
（
玖
波

ま
ち
づ
く
り
振
興
会
）、ロ
ビ
ー

de
カ
フ
ェ
、
ロ
ビ
ー
de
ア
ー
ト

共　

催

　

玖
波
小
学
校
、
玖
波
中
学
校
、

知
恩
保
育
園
、
玖
波
ま
ち
づ
く
り

振
興
会
ほ
か

　
『
ア
ゼ
リ
ア
お
お
た
け
ま
つ
り
』

は
大
竹
会
館
生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ

に
所
属
す
る
皆
さ
ん
が
、
こ
れ
ま

で
磨
き
合
い
、
高
め
合
っ
て
来
ら

れ
た
成
果
を
発
表
す
る
場
で
す
。

展
示
の
部

　
手
編
み
、
筆
ペ
ン
習
字
、
絵
手

紙
、
英
語
で
大
竹
の
紹
介

発
表
の
部

　

詩
吟
、
歌
謡
吟
詠
、
大
正
琴
、

マ
ン
ド
リ
ン
合
奏
、
合
唱
、
３
Ｂ

体
操
、
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
、
民
踊
、

日
本
舞
踊
、
英
語
の
劇
と
歌

初心者歓迎　生涯学習グループ会員募集
問い合わせ
　生涯学習課　☎53-5800　玖 波 公 民 館　☎57-7084
　栄 公 民 館　☎53-6688　アゼリアおおたけ　☎53-2226
　※上記以外の施設については生涯学習課へ。

ところ グループの活動内容 

総合市民会館

洋画、日本画、木彫り、和紙ちぎり絵、手
描友禅、ステンドグラス、切り絵、シャドー
ボックス、書道、デジカメ、ハーモニカ、
県民踊、太極拳、日本舞踊、カラオケ、コー
ラス、健康マージャン、英会話、茶道、卓
球

総合体育館 ダンス、フラダンス、クラシックバレエ

玖波公民館
詩舞、民謡、県民踊、詩吟、大正琴、木彫り、
手描友禅、フォークダンス、謡曲、カラオケ、
日本舞踊、書道、ヨガ、社交ダンス

栄公民館
大正琴、ハングル、日本舞踊、川柳、ペン
筆習字、詩吟、コーラス、デジカメ、写真、
スマホ、洋裁、水彩スケッチ、篆

てん

刻
こく

栗谷公民館 健康づくり体操

アゼリア
おおたけ

県民踊、詩吟、大正琴、日本舞踊、3B体操、
筆ペン習字、手編み、マンドリンアンサン
ブル、ダンス、歌謡吟詠、絵手紙教室、木
彫り、英会話

地域福祉会館
おがたピア

料理、英会話、囲碁、健康づくり体操、3B
体操

総合市民会館・栄公民館まつり日程表
ところ 展　示 発　表

総合市民会館
☎53-6677

３月14日（土）
　　15日（日）

３月15日（日）

栄公民館
☎53-6688

３月８日（日） ３月８日（日）

※ 総合市民会館、栄公民館の詳細は３月号に掲載し
ます。

ひ
と
り

一
学
習
一
ス
ポ
ー
ツ
一
趣
味
一
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

生
涯
学
習
の
成
果
発
表

　
第
１
弾（
玖
波
公
民
館
・
ア
ゼ
リ
ア
お
お
た
け
）

ぜ
ひ
ご
観
覧
く
だ
さ
い
―
。

地域の交流の場　みんなが主役！

玖波公民館まつり＆KUBAスクラム
2月15日日  10時▶15時
玖波公民館

アゼリアおおたけまつり
展示の部　2月28日㊏10時▶16時
　　　　　3月1日日10時▶15時
　　　　　アゼリアおおたけ
発表の部　3月1日日　12時▶16時
　　　　　アゼリアホール
問い合わせ　アゼリアおおたけ　☎53-2226

問い合わせ
　玖波公民館　☎57-7084
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【
申
請
が
必
要
な
方
】

○

児
童
手
当
の
受
給
者
（
公
務
員
と
令
和

７
年
10
月
１
日
以
降
に
Ｄ
Ｖ
避
難
や
離

婚
な
ど
で
受
給
者
が
変
更
と
な
っ
た
方
）

　

令
和
７
年
９
月
30
日
時
点
で
大
竹
市
に

住
民
票
が
あ
り
、
手
当
の
対
象
児
童
を
養

育
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方
に
、
１
月
末

ま
で
に
申
請
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

大
竹
市
外
に
住
民
票
の
あ
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
な
ど
、
申
請
書
類
が
届
か
な

い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
類
を
送
付
し
た
方
で
も
、
所
得

の
高
い
方
の
住
民
票
が
大
竹
市
外
に
あ
る

な
ど
、
支
給
対
象
者
の
要
件
に
該
当
し
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

提
出
書
類

○

申
請
書

○

申
請
者（
児
童
手
当
の
受
給
者
）の
通
帳

ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し

○

所
属
庁
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
も
の
（
公
務
員
の
み
）

　

申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
限

　

３
月
31
日
㈫
（
令
和
８
年
３
月
生
ま
れ

の
児
童
の
場
合
は
４
月
15
日
㈬
）
ま
で
に

福
祉
課
へ
（
郵
送
可
）。

　
物
価
高
の
影
響
が
長
期
化
し
て
い
る
中
、

特
に
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
子
育

て
世
帯
を
力
強
く
支
援
し
、子
ど
も
た
ち
の

健
や
か
な
成
長
を
応
援
す
る
た
め
、
物
価

高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

○

令
和
７
年
９
月
分
（
令
和
７
年
９
月
に

出
生
し
た
児
童
は
10
月
分
）
の
児
童
手

当
の
受
給
者

○

令
和
７
年
10
月
１
日
〜
令
和
８
年
３
月

31
日
生
ま
れ
の
新
生
児
の
児
童
手
当
の

受
給
者
（
出
生
後
に
大
竹
市
に
転
入
し

た
場
合
を
除
く
）

※
児
童
を
養
育
す
る
方
の
う
ち
、
所
得
の

高
い
方
の
住
民
票
が
大
竹
市
外
に
あ
る
場

合
（
児
童
手
当
を
他
市
町
か
ら
受
給
し
て

い
る
場
合
な
ど
）は
、手
当
の
対
象
外
で
す
。

支
給
額　
児
童
１
人
に
つ
き
２
万
円

申
請
手
続
き

【
申
請
が
不
要
な
方
】

○

児
童
手
当
の
受
給
者
（
公
務
員
と
令
和

７
年
10
月
１
日
以
降
に
Ｄ
Ｖ
避
難
や
離

婚
な
ど
に
よ
り
受
給
者
が
変
更
と
な
っ

た
方
を
除
く
）

　

該
当
す
る
方
に
は
通
知
し
、
支
給
し
ま

す
。 物

価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当
の
支
給

　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
59
２
１
４
８

け
て
く
だ
さ
い
）

凍
結
し
て
水
が
出
な
い
場
合

　

凍
結
し
た
部
分
に
タ
オ
ル
な
ど
の
布
を

か
ぶ
せ
て
、
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
と
か

け
て
凍
結
部
分
を
溶
か
す
。

※
絶
対
に
熱
湯
を
か
け
な
い
で
く
だ
さ
い
。

蛇
口
や
水
道
管
が
破
裂
す
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。

水
道
管
が
破
裂
し
た
ら

　

緊
急
に
処
置
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
元
栓
（
止
水
栓
）

を
閉
め
、
水
を
止
め
て
市
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。（
有
料
）

事
前
の
点
検
を

○

元
栓
（
止
水
栓
）
の
位
置
の
確
認
（
メ
ー

タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
ま
た
は
そ
の
付
近
に

あ
り
ま
す
）

○

元
栓
（
止
水
栓
）
で
水
が
止
ま
る
か
確

認
（
水
が
止
ま
ら
な
い
場
合
は
市
指
定

給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
理
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
）（
有
料
）

※
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
暮
ら
し
の
便
利
帳
に
掲

載
。
休
日
当
番
店
は
、
今
月
号
31
ペ
ー
ジ

に
掲
載
。

　

冬
場
、
気
温
が
氷
点
下
に
な
る
と
水
道

管
が
凍
結
し
、
破
裂
す
る
可
能
性
が
高
く

な
り
ま
す
。

　

長
期
間
留
守
に
す
る
場
合
や
空
き
家
は

特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

凍
結
の
目
安
と
な
る
気
温

　

マ
イ
ナ
ス
４
度
以
下
（
風
当
た
り
の
強

い
と
こ
ろ
で
は
マ
イ
ナ
ス
１
度
程
度
）

凍
結
や
破
裂
事
故
が
多
い
場
所

○

水
道
管
が
む
き
出
し
の
と
こ
ろ

○

屋
外
に
あ
る
蛇
口
や
給
湯
器

○

北
向
き
の
日
陰
に
あ
る
水
道
管
や
メ
ー

タ
ー

○

風
当
た
り
の
強
い
場
所
に
あ
る
水
道
管

や
メ
ー
タ
ー

凍
結
の
防
止
方
法

○

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
販
売
し
て
い
る

保
温
材
を
取
り
付
け
る（
市
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
で
も
有
料
で
行
っ
て
い
ま
す
）

○

少
量
の
水（
鉛
筆
の
芯
程
度
の
太
さ
）を

出
し
て
お
く

○

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
に
保
温
効
果
の

あ
る
も
の
を
入
れ
る（
検
針
の
た
め
メ
ー

タ
ー
部
分
は
隠
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
）

○

水
道
管
の
水
を
抜
く
（
再
度
元
栓
を
開

け
る
と
き
は
、
空
気
の
噴
出
に
気
を
付

　

教
育
委
員
会
は
、
市
内
の
小
・
中
学
校

に
入
学
す
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
『
入

学
通
知
書
』
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ま
だ
届
い
て
い
な
い
」「
通
知
書
の
内

容
に
不
明
な
点
が
あ
る
」
な
ど
の
場
合
は
、

総
務
学
事
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

入
学
は
指
定
さ
れ
た
学
校
へ

　

学
校
選
択
制
で
学
校
が
決
定
さ
れ
た
保

護
者
は
、
選
択
決
定
し
た
学
校
が
指
定
校

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
選
択
し
て
い
な
い
場
合
は
、
住
所
地

に
基
づ
い
た
指
定
校
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
国
立
・
県
立
・
私
立
の
小
・
中

学
校
に
入
学
す
る
児
童
生
徒
の
保
護
者

は
、『
区
域
外
就
学
届
出
書
』
に
入
学
予

定
校
の
承
諾
書
を
添
え
て
、
学
校
ま
た
は

総
務
学
事
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届

出
書
は
、
学
校
ま
た
は
総
務
学
事
課
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

林野火災を防ぐため
火災予防条例が改正されます―。
問い合わせ　消防本部・署　☎53-1048

　岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野
火災の予防を目的とした『林野火災に関する注意報・警報』
の運用が始まります。注意報または警報が発令された際は、
火の使用制限に従ってください。
火の制限事項
①山林、原野などで火入れをしないこと
②煙火を消費しないこと
　（花火など、火工品を使用しない）
③屋外で火遊び、またはたき火をしないこと
④ 屋外で、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付

近で喫煙をしないこと
⑤ 残

のこり

火
び

（たばこの吸い殻を含む）、取
とり

灰
ばい

または火
ひの

粉
こ

を始末
すること

罰　則
　林野火災に関する注意報は、警報発令の準備段階で、罰
則を伴わない努力義務を課すものですが、警報発令時は、

『火の使用制限』に違反した方に対して、消防法で罰則が
定められています。
運用開始日
　3 月 1 日㈰
　詳しくは、市ホームページを確認してください。

マ
イ
ナ
ス
４
度
で
凍
結
！

水
道
管
の
凍
結
対
策
を
―
。

　
　

問
い
合
わ
せ　

上
下
水
道
局
工
務
課　

☎
59
２
１
９
２

水道管の凍結について

『
入
学
通
知
書
』は
届
い
て
い
ま
す
か

―
。

　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

総
務
学
事
課　

☎
59
２
１
８
５
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